
 墨田区会計事務規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年４月１日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区規則第２９号 



   墨田区会計事務規則の一部を改正する規則 

 墨田区会計事務規則（昭和３９年墨田区規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第４号中「第１４条第６項に規定する副参事」を「第１０条第２項及び第３

項に規定する担当課長」に改める。 

 第２０号様式中 

「 

 

 

 

」 

を 

「 

 

 

 

」 

に改める。 

   付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を 

 加え、なお使用することができる。 
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